
取組実施者のみなさまへ（事業上の注意）

〇参加農業者からの申請内容は、取組実施者の皆様で精査を行ってください。

（肥料法に適合した申請か、添付資料はそろっているか など）

〇令和5年12月までに中間報告（業務方法書 様式第６号）、令和6年６月まで

に取組実施状況報告（業務方法書 様式第５号）をしていただく必要があります。

参加農業者と調整の上、報告の準備をお願いします。

〇令和6年中に抽出検査を行います。また、国の補助事業のため、会計検査院の

検査の対象です。検査に対応するため、取組実施者の皆様には、取組に関する

記録を保管していただくことが必要です。（QA問６－９より）

〇取組に関する記録は、支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して

５年間保存してください。


